
 

 

 書式第８号（法第１０条・第２５条関係）  

 
 

平成27年度  事 業 計 画 書 
 

  平成27年1月1日 から  平成27年年12月31日まで 
 
 

 
特定非営利活動法人武蔵超音波医理学研究所  

  
 １ 事業実施の方針 
 

 超音波医療機器の医学利用の普及を図るために研究発表や講演、セミナー、ホームページ 
作成更新、超音波ミュージアム設立の為の活動を開催して啓発活動をすること並びにミュー 
ジアムの場所と新たな法人事務所会議室などを探す事を目標とする。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
   

事業名 事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

実 施 

予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

事業費の 

予定額 

（千円） 

超音波を利用
した医療機器
の研究開発 

超音波組織画像を得る研究
実施 

通年 当法人研究室 5人 研究員 なし 

超音波の医学
利用の普及を
図る活動 

超音波ミュージアム設立の
活動 

通年 当法人研究室 2人 研究員 なし 

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

  
 
 （２）その他の事業 

   

事業名 事  業  内  容 
実 施 
予 定 
日 時 

実 施 
予 定 
場 所 

従事者 
の予定 
人 数 

事業費の 

予定額 
（千円） 

法人内に研究員等
の役割分担、研究
開発の発表講演セ
ミナー等の活動 
 

ファイバーを用いた超音波の組織レ
ベルの画像についてのセミナー 

平成27年8月 栃木県自治医
大 

30人 なし 
 

 
 


